
3. 交通費の割引等の制度について 
 

（1）交通運賃の割引 

  
交 通 機 関 

対 象 区 分 
割 引 対 象 範 囲 割 引 率 

 

身体障害者手帳 療 育 手 帳 精神障害者手帳 

ＪＲ(旅客会社) 

の鉄道 

 

航路(ﾌｪﾘｰ) 

 

自動車線並び

に旅客会社線

との間に連絡

運輸の取り扱

いをする社線 

（連絡社線） 

第１種 

本人と介護者が 

ともに乗る場合 

Ａ判定 

本人と介護者が 

ともに乗る場合 

な し 

普通乗車券 

定 期 券 

回 数 券 

急 行 料 金 
(特別急行料金･座席

指定料金は対象外) 

５割引 

（12 歳以上） 

第1種と第2種 

本人が単独で

乗る場合 

A 判定と B 判定 

本人が単独で 

乗る場合 

な し 
普通乗車券 

（片道 100 ㎞以上） 

※ JR については、満 12 歳未満の第２種身体障害児と療育手帳「Ｂ判定」の障害 

児が介護者とともに乗る場合は、介護者の定期券のみが割引の対象となります。 

なお、小児定期券は割引の対象にはなりません。 

航 空 運 賃 

第1種と第2種 

 

本人が単独で 

乗る場合 

本人と介護者が 

ともに乗る場合 

A 判定と B 判定 

 

本人が単独で 

乗る場合 

本人と介護者が 

ともに乗る場合 

本人が単独で 

乗る場合 

 

本人と介護者が 

ともに乗る場合 

各航空運送 

事業者によって 

異なります。 

各航空運送 

事業者又は 

路線によって

異なります。 

（12 歳以上） 

 

バ ス 運 賃 

第１種 

本人が単独で 

乗る場合 

本人と介護者が 

ともに乗る場合 

 

第２種 

本人が単独で 

乗る場合 

A 判定 

本人が単独で 

乗る場合 

本人と介護者が 

ともに乗る場合 

 

B 判定 

本人が単独で 

乗る場合 

本人が単独で 

乗る場合 

 

本人と介護者が 

ともに乗る場合 

 

普通運賃 ５割引 

 

定期運賃 

（大人） 
３割引 

タ ク シ ー 
第1種と第2種 

本人が乗る場合 

A 判定と B 判定 

本人が乗る場合 
本人が乗る場合 

 

１割引 

それぞれの交通機関の特別割引（例えば、ＪＲのＲキップ（稚内⇔札幌）や特別急行料金・航空

特別割引・バスの特別料金など）は、割引の対象になりません。 

なお、交通運賃の割引を受けようとする場合は、各交通機関の利用窓口で、身体障害者手帳又は

療育手帳、精神障害者手帳を提示してください。 

※ 上記のほか、フェリー航路（例 稚内・利尻島・礼文島間のフェリー（ハートランドフェリー㈱））につ

いても、身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は、割引の対象（各客室とも半額で、10 円未満の端数

は切り上げ）となります（対象区分については、JR と同じです。）。 

※ 介護者とは、満 12 歳以上の介護能力のある人で、障がいのある方とともに同一区間を旅行する旅客を

いい、１名だけ指定して適用を受けることができます。各交通機関の利用窓口で申し出ください。 

 

【相談窓口】稚内市生活福祉部 社会福祉課 障がい福祉グループ TEL23-6453 



（２）高速道路（有料道路）の障害者割引 

 

ア．対象となる方 

 ① 障がいのある方本人が運転する場合 

・ 身体障害者手帳の交付を受けている方 

 ② 障がいのある方本人以外の方が運転する場合 

・ 療育手帳の交付を受けている方で「Ａ判定」の方 

・ 身体障害者手帳の交付を受けている方で「旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」

の第２に規定する第１種の方 

 

イ．対象となる自動車 

① 障がいのある方本人又は親族の方（配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配

偶者並びに同居の親族等）が所有する自家用車 

② ①の方が自家用車を所有していないときは、障がいのある方本人を継続して日常的に介護し

ている方の所有する自家用車 

 

ウ．割引率 

 ① 通常料金の半額（１０円未満の端数が生じる場合は切り上げ） 

 

エ．申請方法 

① 障害者手帳、自動車検査証（所有者名が本人及び親族のもの）、運転免許証（障がいのある方

本人が運転する場合のみ）を持参のうえ、下記窓口で申請してください。 

② ＥＴＣを申請の場合は、障害者手帳の交付を受けている方のＥＴＣカード、ＥＴＣ車載器番

号が確認できる書類が必要です。 

 

 【相談窓口】稚内市生活福祉部 社会福祉課 障がい福祉グループ TEL23-6453 

 

 （３）特定疾患患者旅費助成   

 

 特定疾患の治療を必要としている方が、医師の指示により稚内市以外の専門医療機関へ治療通

院するために要する旅行費用の一部を助成する制度です。 

「特定医療費（指定難病）受給者証」等の交付を受けている方が通院する医療機関までの往復

のＪＲ運賃（普通旅客運賃及び特急料金に限る。）を最も経済的な通常の経路及び方法により算出

した額の１／２に相当する額と宿泊料（旅行区間１５０㎞以上の距離がある場合に限る。）に要し

た額の１／２（4,000 円を上限）が１回の旅行に対して助成されます。１回の通院毎に申請して

ください。なお、所得制限がありますので、窓口にご確認ください。 

 

 【相談窓口】稚内市生活福祉部 健康づくり課 庶務・予防グループ  TEL23-4000 

 


